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踏
切
道
改
良
促
進
法
施
行
令
及
び
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

第
七
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

庁
、
官
房
、
局
及
び
部
（
そ
の
所
掌
事
務
が
主
と
し
て
政
策
の
実
施
に
係
る
も
の
で
あ
る
庁
と
し
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
実
施
庁
」
と
い
う
。
）
並
び

に
こ
れ
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
部
を
除
く
。
）
に
は
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令

で
こ
れ
を
定
め
る
。

６
～
８

（
略
）

○
踏
切
道
改
良
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
（
抄
）

踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
平
成
十
八
年
度
」
を
「
平
成
二
十
三
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
の
整
備
」
の
下
に
「
（
以
下
「
立

体
交
差
化
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
立
体
交
差
化
、
構
造
の
改
良
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
の
整
備
」
を
「
立
体
交
差
化
等
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
立
体
交
差
化
計
画
等
及
び
保
安
設
備
整
備
計
画
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
立
体
交
差
化
、
構
造
の
改
良
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設

の
整
備
」
を
「
立
体
交
差
化
等
」
に
改
め
、
「
、
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
」
を
削
り
、
「
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
」
の
下
に
「
（
以
下
「
立

体
交
差
化
計
画
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
後
段
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
第
七
項
」

を
「
第
十
項
（
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
立
体
交
差
化
計
画
、
構
造
改
良
計
画
若
し

く
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
（
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
作
成
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
」
を
「
第
一
項
（
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
立
体
交
差
化
計
画
等
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
」
に
改
め
、
「
保
安
設
備
整
備
計
画
」
の
下
に
「
（
以
下

単
に
「
保
安
設
備
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
立
体
交
差
化
計
画
、
構

造
改
良
計
画
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
」
を
「
立
体
交
差
化
計
画
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
略
）

第
九
条
第
一
項
中
「
立
体
交
差
化
計
画
」
を
「
第
四
条
第
一
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
立
体
交
差
化
計
画

又
は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
立
体
交
差
化
計
画
（
当
該
立
体
交
差
化
計
画
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
（
抄
）

（
立
体
交
差
化
計
画
等
）

第
四
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
で
あ
つ
て
立
体
交
差
化
、
構
造
の
改
良
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
の
整
備
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
鉄
道
と

国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
道
路
と
が
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
に
つ
い
て
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業

者
の
意
見
を
聴
い
て
、
立
体
交
差
化
計
画
、
構
造
改
良
計
画
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
立
体
交

差
化
計
画
、
構
造
改
良
計
画
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
を
作
成
す
る
前
に
、
鉄
道
事
業
者
と
国
土
交
通
大
臣
と
の
間
に
立
体
交
差
化
計
画
、
構
造
改
良
計

画
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

（
略
）

７

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
立
体
交
差
化
計
画
、
構
造
改
良
計
画
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
の
提
出
（
鉄
道
事
業
者
及
び
都
道
府
県
又

は
道
路
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
市
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
～

（
略
）

10

○
踏
切
道
改
良
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
号
）
（
抄
）

（
立
体
交
差
化
計
画
等
の
写
し
の
送
付
）

第
一
条

都
道
府
県
知
事
は
、
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
立
体
交
差
化
計
画
、
構
造
改
良
計
画
又
は
歩
行
者
等
立
体

横
断
施
設
整
備
計
画
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
地
方
運
輸
局
長
に
当
該
立
体
交
差
化
計
画
、
当
該
構
造
改
良
計
画
又
は
当
該
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整

備
計
画
の
写
し
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
体
交
差
化
工
事
施
行
者
の
要
件
）

第
六
条

法
第
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
定
連
続
立
体
交
差
化
工
事
に
関
し
、
立
体
交
差
化
計
画
に
照
ら
し
て
適
切
な
工
事
実
施
計
画
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

○
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）
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附

則

（
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
七
条

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
は
、
第
百
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年

法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
踏
切
道
の
指
定
（
保
安
設
備
の
整
備
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
同
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
項
に
規
定

す
る
立
体
交
差
化
計
画
、
構
造
改
良
計
画
及
び
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。


